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○

○

○

高齢者の介護や高齢
者虐待などについて、
相談したい

介護サービスの内容
や質に関する相談や
苦情がある
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2 3

国
（25%）

　介護保険は、介護を必要とする高齢者や家族
の負担を社会全体で支え、介護が必要になって
も、住み慣れた地域で、できる限り自立した生
活を送っていただくための制度です。
　それぞれの能力を活かし、自立した日常生活
を支援する観点から、必要な介護保険サービス
が提供されます。サービスの利用にあたって
は、ご自分でできることはしていただくことが
原則となります。
　豊かで、安心な老後に向けて、この介護保険
をより良い制度に育てていくため、引き続きご
理解とご協力をお願いします。

神戸市の状況

約88,200人 約94,500人
約76,100人

約66,100人約59,400人
約50,900人

約26,000人

約1,154億円

平成27年度

約1,309億円

平成30年度

約1,452億円

令和3年度

約1,052億円

平成24年度

約901億円

平成21年度

約771億円

平成18年度

約379億円

平成12年度

介護を必要とする方の数

介護保険サービスの費用

介護サービスの
利用に向けて

公費（税金）

保険料

内訳

介護サービスを利用
するときに費用の 1
割（一定以上所得者
は２・3割）を支払い

加入者が介護サービス
を利用したときに費用
の 9 割（一定以上所得
者は８・7割）を支払い

○施設サービス等、一部のサービ 65歳以上の
方の保険料
（23%）スについては、国が20％、県が

17.5％の負担割合になります。

○「65歳以上の方」と「40～64歳
の方」との間の保険料負担比率
は、全国的な人口比率により定
められています。

国・県・神戸市

加入者
（被保険者）

神戸市
（保険者）

介護サービス
提供事業者

公費

県

神戸市
（12.5%）

（12.5%）

（税金）
50%

保険料
50%

40歳～
64歳の方
の保険料
（27%）

介護保険のしくみ

240247_P02_03.ai

23042401スガ→042501スガ→051501スガ→



2 3

国
（25%）

　介護保険は、介護を必要とする高齢者や家族
の負担を社会全体で支え、介護が必要になって
も、住み慣れた地域で、できる限り自立した生
活を送っていただくための制度です。
　それぞれの能力を活かし、自立した日常生活
を支援する観点から、必要な介護保険サービス
が提供されます。サービスの利用にあたって
は、ご自分でできることはしていただくことが
原則となります。
　豊かで、安心な老後に向けて、この介護保険
をより良い制度に育てていくため、引き続きご
理解とご協力をお願いします。

神戸市の状況

約88,200人 約94,500人
約76,100人

約66,100人約59,400人
約50,900人

約26,000人

約1,154億円

平成27年度

約1,309億円

平成30年度

約1,452億円

令和3年度

約1,052億円

平成24年度

約901億円

平成21年度

約771億円

平成18年度

約379億円

平成12年度

介護を必要とする方の数

介護保険サービスの費用

介護サービスの
利用に向けて

公費（税金）

保険料

内訳

介護サービスを利用
するときに費用の 1
割（一定以上所得者
は２・3割）を支払い

加入者が介護サービス
を利用したときに費用
の 9 割（一定以上所得
者は８・7割）を支払い

○施設サービス等、一部のサービ 65歳以上の
方の保険料
（23%）スについては、国が20％、県が

17.5％の負担割合になります。

○「65歳以上の方」と「40～64歳
の方」との間の保険料負担比率
は、全国的な人口比率により定
められています。

国・県・神戸市

加入者
（被保険者）

神戸市
（保険者）

介護サービス
提供事業者

公費

県

神戸市
（12.5%）

（12.5%）

（税金）
50%

保険料
50%

40歳～
64歳の方
の保険料
（27%）

介護保険のしくみ

240247_P02_03.ai

23042401スガ→042501スガ→051501スガ→
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①65歳以上の方（第1号被保険者）
②40歳～64歳の方で医療保険（職場の健康保険、国民健康
　保険など）に加入している方（第2号被保険者）
※法律により加入が義務付けられています

介護が必要になって要介護（要支援）認定の申請や介護予防・
生活支援サービス事業対象者（以下、事業対象者）の申請を
行うとき
介護保険サービスを利用するとき
その他各種申請・手続き（高額介護サービス費の支給申
請など）を行うとき

○

○
○

保険証を使うとき

介護保険の保険証（被保険者証）

65歳以上の方（第１号被保険者）の保険料介護保険に加入する方※

65歳以上の方全員にお渡しします。これから65歳になる
方には、65歳になる月の前月（1日生まれの方は、前々月）
に、本人あてに郵送します。
40歳～64歳の方で医療保険に加入している方は、お住

まいの区役所・北須磨支所の介護医療係（北神区役所は市
民課窓口係）で交付申請していただいた場合にお渡ししま
す。
記載内容に間違いがある場合や、ご
不明な点があれば、お住まいの区の
区役所・北須磨支所介護医療係（北神
区役所は市民課窓口係）にお問い合
わせください。

240247_P04_05.ai
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4 5

①65歳以上の方（第1号被保険者）
②40歳～64歳の方で医療保険（職場の健康保険、国民健康
　保険など）に加入している方（第2号被保険者）
※法律により加入が義務付けられています

介護が必要になって要介護（要支援）認定の申請や介護予防・
生活支援サービス事業対象者（以下、事業対象者）の申請を
行うとき
介護保険サービスを利用するとき
その他各種申請・手続き（高額介護サービス費の支給申
請など）を行うとき

○

○
○

保険証を使うとき

介護保険の保険証（被保険者証）

65歳以上の方（第１号被保険者）の保険料介護保険に加入する方※

65歳以上の方全員にお渡しします。これから65歳になる
方には、65歳になる月の前月（1日生まれの方は、前々月）
に、本人あてに郵送します。
40歳～64歳の方で医療保険に加入している方は、お住

まいの区役所・北須磨支所の介護医療係（北神区役所は市
民課窓口係）で交付申請していただいた場合にお渡ししま
す。
記載内容に間違いがある場合や、ご
不明な点があれば、お住まいの区の
区役所・北須磨支所介護医療係（北神
区役所は市民課窓口係）にお問い合
わせください。

240247_P04_05.ai

23042401スガ→050901スガ→051501スガ→051701スガ→
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○
【対象】

保険料のお知らせ・納付

保険料は前年の所得などを基に算定し、6月に「介護保険
料のお知らせ（納入通知書）」を郵送します。
○年度の途中で新たに第1号被保険者の資格を取得された場合や、保
険料段階が変わった場合は、6月以外にもお知らせを郵送します。

○年金支払月（4・6・8・10・12・2月）に年金から引き去りさ
れます。
○年度途中に市外から転入された方や65歳になられた方
は、一定期間、普通徴収で納めていただいた後、年金から
の引き去りが始まります。

年金からの引き去り
【対象】

240247_P06_07.ai
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6 7

○
【対象】

保険料のお知らせ・納付

保険料は前年の所得などを基に算定し、6月に「介護保険
料のお知らせ（納入通知書）」を郵送します。
○年度の途中で新たに第1号被保険者の資格を取得された場合や、保
険料段階が変わった場合は、6月以外にもお知らせを郵送します。

○年金支払月（4・6・8・10・12・2月）に年金から引き去りさ
れます。
○年度途中に市外から転入された方や65歳になられた方
は、一定期間、普通徴収で納めていただいた後、年金から
の引き去りが始まります。

年金からの引き去り
【対象】

240247_P06_07.ai
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保険料の滞納にご注意ください

介護保険は、支え合い・助け合いの制度として、被保険者
のみなさんに保険料をご負担いただく社会保険です。保険
料を滞納されますと、滞納期間に応じて次のような措置（給
付制限）がとられます。
　 滞納保険料には延滞金が加算されます。
　 滞納が続くと、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

介護保険サービスの費用をいったん全額自己負担してい
ただき、後ほど申請して9割（または8～6割）分の払い戻し
を受けることになります。

保険料を1年以上滞納すると

払い戻しされる額のうち、滞納保険料相当額の支払いが
「一時差し止め」られ、以降も保険料を納付しない場合は、
滞納保険料に充当されます。

保険料を1年6か月以上滞納すると

介護保険サービスを利用する際の負担割合が通常1割ま
たは2割の方は、未納期間に応じ3割、通常3割の方は未納
期間に応じ4割となる措置（給付額減額）がとられます。さ
らに、高額介護サービス費の支払いおよび食費・居住費（滞
在費）の負担軽減を受けることができません。
現在、サービスを利用していない方でも、将来的にサービ

スを利用する際に3割または4割の自己負担となります。

保険料を2年以上滞納すると

保険料段階が第1～3段階
で、生活が困窮している方
（生活保護受給者を除く）

保険料段階が第4～15段階
で、失業・退職などにより
本人や家族の所得が大幅に
減少する方

刑事施設などに
収監された方

収監期間に応じて
保険料の全額を
免除

所得減少の度合い
などに応じて、保
険料の0 . 9割～
8.7割を減額

240247_P08_09.ai
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8 9

保険料の滞納にご注意ください

介護保険は、支え合い・助け合いの制度として、被保険者
のみなさんに保険料をご負担いただく社会保険です。保険
料を滞納されますと、滞納期間に応じて次のような措置（給
付制限）がとられます。
　 滞納保険料には延滞金が加算されます。
　 滞納が続くと、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

介護保険サービスの費用をいったん全額自己負担してい
ただき、後ほど申請して9割（または8～6割）分の払い戻し
を受けることになります。

保険料を1年以上滞納すると

払い戻しされる額のうち、滞納保険料相当額の支払いが
「一時差し止め」られ、以降も保険料を納付しない場合は、
滞納保険料に充当されます。

保険料を1年6か月以上滞納すると

介護保険サービスを利用する際の負担割合が通常1割ま
たは2割の方は、未納期間に応じ3割、通常3割の方は未納
期間に応じ4割となる措置（給付額減額）がとられます。さ
らに、高額介護サービス費の支払いおよび食費・居住費（滞
在費）の負担軽減を受けることができません。
現在、サービスを利用していない方でも、将来的にサービ

スを利用する際に3割または4割の自己負担となります。

保険料を2年以上滞納すると

保険料段階が第1～3段階
で、生活が困窮している方
（生活保護受給者を除く）

保険料段階が第4～15段階
で、失業・退職などにより
本人や家族の所得が大幅に
減少する方

刑事施設などに
収監された方

収監期間に応じて
保険料の全額を
免除

所得減少の度合い
などに応じて、保
険料の0 . 9割～
8.7割を減額

240247_P08_09.ai
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○

介護保険の利用に関する相談
高齢者虐待や消費者被害等の相談
介護予防に関する相談など

　あんしんすこやかセンターは神戸市
が設置する高齢者の介護などに関する相
談窓口です。
また、要支援の方や支援が必要になる
おそれのある方が介護保険サービスを使
えるように調整します。
お住まいの地域により担当するセンターが決まって
います。

あんしんすこやかセンター、えがおの窓口の問い合
わせ先は「神戸ケアネット」をご参照いただくか、
各区役所（支所）・神戸市介護保健課へお問い合わせ
ください。

240247_P10_11.ai

23042401スガ→050901スガ→050902スガ→051501スガ→051701スガ→



10 11

○

介護保険の利用に関する相談
高齢者虐待や消費者被害等の相談
介護予防に関する相談など

　あんしんすこやかセンターは神戸市
が設置する高齢者の介護などに関する相
談窓口です。
また、要支援の方や支援が必要になる
おそれのある方が介護保険サービスを使
えるように調整します。
お住まいの地域により担当するセンターが決まって
います。

あんしんすこやかセンター、えがおの窓口の問い合
わせ先は「神戸ケアネット」をご参照いただくか、
各区役所（支所）・神戸市介護保健課へお問い合わせ
ください。

240247_P10_11.ai

23042401スガ→050901スガ→050902スガ→051501スガ→051701スガ→



12 13

240247_P12_13.ai

23042401スガ→050901スガ→051501スガ→051701スガ→



12 13

240247_P12_13.ai

23042401スガ→050901スガ→051501スガ→051701スガ→



14 15

いつまでも生きがいや役割を持って、
素敵な人生を送るコツ。それが「介護
予防」です。介護予防について、お知
りになりたい方は「介護予防・フレイ
ル予防応援サイト」へ

また、地域にはサロン、体操教室等自主的に運営され
ている気軽に立ち寄れるつどいの場があります。詳細に
ついては、あんしんすこやかセンターにお問い合わせく
ださい。

地域福祉センター等で、体操やレクリエーション、給
食、専門職による介護予防講座等、様々なメニューを
提供しています。　

●地域拠点型一般介護予防事業

●KOBEシニア元気ポイント
介護施設などで花の水やりや掃除・
消毒などをすると、換金できるポイ
ントがもらえる制度。説明会への参
加が必要です。詳細についてお知り
になりたい方は
【問】KOBEシニア元気ポイント事務局（☎335-6543）

240247_P14_15.ai
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14 15

いつまでも生きがいや役割を持って、
素敵な人生を送るコツ。それが「介護
予防」です。介護予防について、お知
りになりたい方は「介護予防・フレイ
ル予防応援サイト」へ

また、地域にはサロン、体操教室等自主的に運営され
ている気軽に立ち寄れるつどいの場があります。詳細に
ついては、あんしんすこやかセンターにお問い合わせく
ださい。

地域福祉センター等で、体操やレクリエーション、給
食、専門職による介護予防講座等、様々なメニューを
提供しています。　

●地域拠点型一般介護予防事業

●KOBEシニア元気ポイント
介護施設などで花の水やりや掃除・
消毒などをすると、換金できるポイ
ントがもらえる制度。説明会への参
加が必要です。詳細についてお知り
になりたい方は
【問】KOBEシニア元気ポイント事務局（☎335-6543）

240247_P14_15.ai

23042401スガ→042501スガ→050901スガ→050902スガ→051501スガ→051701スガ→051702スガ→
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介護保険サービスの利用者負担額

負
担
割
合
証

サービスを利用した時の利用者負担

介護保険サービスを利用したときは、原則としてサー
ビスにかかった費用の1割（または2・3割）を利用者が負
担します。残りの9割（または8・7割）は、保険者（神戸
市）が事業者に支払います。なお、施設サービスを利用
する際等の食費・居住費・日常生活費等は、原則として利
用者が負担します。

介護保険の負担割合証

負担割合が記載された負担割合
証が発行されます。
介護保険のサービスを利用する

ときには、保険証（被保険者証）と
ともに負担割合証の提示が必要で
す。

負担割合の判定基準について

※1・2　P6参照
※3　合計所得金額（P6参照）から租税特別措置法第四十一条の三の三第二

項に定める所得金額調整控除を加え、そこから公的年金等に係る雑所
得金額を差し引いた額

下記以外の方 1割

2割

3割

第1号被保険者本人が市民税を課税されており、
その合計所得金額※1が160万円以上で、
本人と世帯内の他の第1号被保険者の「公的年金等の収入金額※2」と「そ
の他の合計所得金額※3」を合算した額が346万円以上（世帯内に他の第1
号被保険者がいない場合は280万円以上）の方

第1号被保険者本人が市民税を課税されており、
その合計所得金額※1が220万円以上で、
本人と世帯内の他の第1号被保険者の「公的年金等の収入金額※2」と「そ
の他の合計所得金額※3」をを合算した額が463万円以上（世帯内に他の
第1号被保険者がいない場合は340万円以上）の方

詳しくは、お住まいの区役所・北須磨支所介護医療係
（北神区役所は市民課窓口係）にご相談ください。

１か月ごとの利用者負担の合計額が一定の上限を超
えるときには、申請により「高額介護サービス費」として
その超えた額が支払われます。（同じ世帯に複数の利用
者がいる場合には、世帯の合計額になります。）

同じ世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用する
ことによって自己負担が高額になったときは、両方の自
己負担額を年間（毎年8月分～翌年7月分まで）で合算
し、申請により、限度額を超えた額が支払われます。

240247_P16_17.ai

23042401スガ→042501スガ→050901スガ→051501スガ→051701スガ→
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介護保険サービスの利用者負担額

負
担
割
合
証

サービスを利用した時の利用者負担

介護保険サービスを利用したときは、原則としてサー
ビスにかかった費用の1割（または2・3割）を利用者が負
担します。残りの9割（または8・7割）は、保険者（神戸
市）が事業者に支払います。なお、施設サービスを利用
する際等の食費・居住費・日常生活費等は、原則として利
用者が負担します。

介護保険の負担割合証

負担割合が記載された負担割合
証が発行されます。
介護保険のサービスを利用する

ときには、保険証（被保険者証）と
ともに負担割合証の提示が必要で
す。

負担割合の判定基準について

※1・2　P6参照
※3　合計所得金額（P6参照）から租税特別措置法第四十一条の三の三第二

項に定める所得金額調整控除を加え、そこから公的年金等に係る雑所
得金額を差し引いた額

下記以外の方 1割

2割

3割

第1号被保険者本人が市民税を課税されており、
その合計所得金額※1が160万円以上で、
本人と世帯内の他の第1号被保険者の「公的年金等の収入金額※2」と「そ
の他の合計所得金額※3」を合算した額が346万円以上（世帯内に他の第1
号被保険者がいない場合は280万円以上）の方

第1号被保険者本人が市民税を課税されており、
その合計所得金額※1が220万円以上で、
本人と世帯内の他の第1号被保険者の「公的年金等の収入金額※2」と「そ
の他の合計所得金額※3」をを合算した額が463万円以上（世帯内に他の
第1号被保険者がいない場合は340万円以上）の方

詳しくは、お住まいの区役所・北須磨支所介護医療係
（北神区役所は市民課窓口係）にご相談ください。

１か月ごとの利用者負担の合計額が一定の上限を超
えるときには、申請により「高額介護サービス費」として
その超えた額が支払われます。（同じ世帯に複数の利用
者がいる場合には、世帯の合計額になります。）

同じ世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用する
ことによって自己負担が高額になったときは、両方の自
己負担額を年間（毎年8月分～翌年7月分まで）で合算
し、申請により、限度額を超えた額が支払われます。

240247_P16_17.ai
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ショートステイ利用時

ショートステイ利用時

○デイサービスや、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、
グループホーム、（ 看護） 小規模多機能型居宅介護は対象外です。
○世帯分離していても配偶者の所得が勘案されます。また、預貯金等について
も勘案され、各段階に応じて定められた資産要件以下の金額であることが要
件になります。

※段階の判定時には、遺族年金・障害年金といった非課税年金も勘案されます。

ショートステイ利用時

第2段階の方 650万円以下
第3段階①の方 550万円以下
第3段階②の方 500万円以下
40歳～64歳（第2号被保険者）の方 1,000万円以下

【配偶者がいる場合】
左記の金額に対し、
一律に1,000万円を
加算した金額になり
ます。
｝

335－7511（代表）

保健福祉課 793－1313

240247_P18_19.ai
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ショートステイ利用時

ショートステイ利用時

○デイサービスや、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、
グループホーム、（ 看護） 小規模多機能型居宅介護は対象外です。
○世帯分離していても配偶者の所得が勘案されます。また、預貯金等について
も勘案され、各段階に応じて定められた資産要件以下の金額であることが要
件になります。

※段階の判定時には、遺族年金・障害年金といった非課税年金も勘案されます。

ショートステイ利用時

第2段階の方 650万円以下
第3段階①の方 550万円以下
第3段階②の方 500万円以下
40歳～64歳（第2号被保険者）の方 1,000万円以下

【配偶者がいる場合】
左記の金額に対し、
一律に1,000万円を
加算した金額になり
ます。
｝

335－7511（代表）

保健福祉課 793－1313

240247_P18_19.ai
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令和５年度

令和5年5月31日発行

○

○

○

高齢者の介護や高齢
者虐待などについて、
相談したい

介護サービスの内容
や質に関する相談や
苦情がある
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